
 

周南市内に空き家を 

お持ちの方へ 
 

 

今は問題がなくても、いずれは相続人が解決しないといけなくなります。 

ご家族と早目に話し合っておきましょう。 
 

現状のままにしておきたい → 空き家を適切に管理しましょう。 

 

 

売却やリフォームを検討している 

→ 減税等の制度がありますので、是非ご利用ください。 
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